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　効果を体験してもらうため、生ごみの量を減らす機械式生
ごみ処理機を貸し出しています。5月8日から、これまで5日
以内だった貸出期間を6カ月以内に延長します。

　今後の人口減少と高齢化社会に対応するため、各種施設や
居住地を拠点に誘導する「立地適正化計画」を策定しました。
　今後は3つの鉄道駅の周辺に設けた拠点区域以外に特定の
施設を建てる場合などは、市への届け出が必要になります。

▶届け出対象の施設
①商業施設（大型ショッピングセンターなど）
②金融施設（銀行、信用金庫など）
③福祉施設（社会福祉センターなど）
④教育施設（専門学校など）

▶届け出の対象になる行為　　　　　
①施設を建てるために、土地を造成するなど
　の開発行為をするとき
②新築や改築などで施設を建てるとき

※対象となる区域や施設の詳細は市ホームページで確認してくだ
　さい。届け出に必要な様式のデータもダウンロードできます。

　生ごみの量を減らすことができる機械式生ごみ処理機やコンポスト。
市では、これらの設置費を補助しているので活用してください。
▶補助額　購入価格の半額（100円未満切り捨て）
・コンポスト：1世帯2台まで、1台あたり限度額6,000円
・機械式生ごみ処理機：1世帯1台まで、限度額40,000円
▶対象　同機器での補助金の交付を過去5年以内に受けていない市民
▶申請方法　機器を購入後10日以内に、右の申し込み先で手続き
※補助金交付の対象にならない場合があるので、詳しくは問い合わせてください。

▶貸出期間　6カ月以内で申請者が指定する期間
※貸出しは原則、1世帯につき1台まで、1回限りです。
※予約状況により希望に沿えない場合があります。
▶対象　市民　　▶料金　無料
▶申請方法　5月8日から来庁または電話により申し込み窓口  
　で予約受け付けを開始
※貸出日に申請書の受け付けと本人確認のうえ貸し出します。
　詳しくは、申し込み窓口に問い合わせるか市ホームページ
　を確認してください。

手続きに来る人の身分証明証（運転免許証など）が必
要です。また、世帯の異なる人が手続きする場合は、
委任状が必要です。
▶�申込先　本国保年金課、西市民福祉課、塩総務福祉課、

　　　　箒根出張所

国民健康保険
加入 と 脱退 の手続きを忘れずに

生ごみの量を減らすために
生ごみ処理機貸出や設置費補助を活用ください

市議会の選挙・同意により
各種委員会委員 が選任されました

立地適正化計画に関する
届け出制度 が始まりました

▶問い合わせ
　　国保年金課
　☎0287（62）7129

▶問い合わせ
　本各委員会事務局
　☎0287（62）7183

▶問い合わせ
　本都市計画課
　☎0287（62）7159

▶問い合わせ
　本環境対策課
　☎0287（62）7301
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本環境対策課
西市民福祉課
塩総務福祉課
箒根出張所

都市機能誘導区域

居住誘導区域
立地適正化計画区域

居住を誘導し、
人口密度を維持

拠点として駅周辺に商業・
福祉・教育施設などの都市
機能を誘導

　国民健康保険（国保）に加入している人が、職場の健康
保険（社会保険など）に加入した場合は、国保から離脱す
る手続きが必要です。国保の喪失日は、届け出をした日
ではなく社会保険などに加入した日にさかのぼります。
▶手続きを忘れるとこんなことに…
　社会保険加入日以降に誤って国保の保険証を使用する
　と、国保へ医療費の返還をしなければなりません。
▶手続きに必要なもの

　職場の健康保険などをやめて他の健康保険に加入しな
くなったときは、国保への加入の届け出が必要です。
▶手続きを忘れるとこんなことに…
　他の健康保険の資格喪失日にさかのぼって国保に加入
　し、保険税を納めることになります。
▶手続きに必要なもの

こんなとき 手続きに必要なもの

職場の健康保険からの脱退 健康保険資格喪失証明書、
年金手帳、印かん

他市町村から転入 転出証明書

生活保護の廃止 保護廃止決定通知書

こんなとき 手続きに必要なもの

職場の健康保険への加入 職場の健康保険証、国民健康保
険証（いずれも該当者全員分）

他市町村へ転出 国民健康保険証

被保険者の死亡 国民健康保険証、印かん

生活保護の開始 保護開始決定通知書、国民健
康保険証

〈まずは借りて試そう　生ごみ処理機でごみも臭いもカット〉

〈生ごみ処理機などの設置費を補助〉

〈申し込み〉

〈職場の健康保険加入したときなどは離脱の手続きを〉　

〈失業したときなどは加入の手続きを〉　
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▶届け出の期日
　工事にとりかかる30日前まで

機械式生ごみ処理機

コンポスト


